
  音  ・  響き  ・  人
　
楽器でつながる、通じ合う

       
　 　  

                 

2 0 1 6. ２．２８　（日）

開場13:30

開演14:00

終演16:00

　  

  　

  

  問合せ　バリアフリーコラボレーション実行委員会　事務局　小寺岸子
　〒470-2309　愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木 2-56　TEL　090-3958-2586　E-mail　kotera@taketoyo.jp

  

スタジオ

ブ レ

※ バリアフリー コラボレーション 2016は、14 社の企業から協賛金をいただいて運営しています。（順不同）

～　平成28年4月より『障害者差別解消法』がはじまります　～

 寄付のお願い

　　　　　　　　このコンサートは、多くの方々の協力金にも
　　　　　　　　支えられています。ご協力をお願いします。

一口　５００円　何口でも結構です。
「支払取扱票」にてお近くの郵便局よりご入金ください。

口座番号　００８４－２－１１０１４１

加入者名　バリアフリーコラボレーション実行委員会

 

  

 音 ・ 響き ・ 人　 楽器でつながる、通じ合う 

 

 

　　

医療法人 榊原

榊原整形外科

じこう内科

ゆめたろうプラザ 響きホール 入場無料 全席自由
　　　　　　定員　180名（サテライト席あり）

手話通訳・パソコン要約筆記・磁気ループがあります。

障がいのある方も、ご気軽にご入場いただけます。

泉万

菊乃屋菓舗
龍宮饅頭

  　　　  

  　　　  

平成27年度武豊町提案型協働事業

バリアフリーコラボレーション企画＆ハンドスタンプアートプロジェクト

event　information
　会  場　ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）２階 〒470-2555  愛知県知多郡武豊町字大門田 11　TEL 0569-74-1211　
　主  催　バリアフリーコラボレーション実行委員会
　協  力　NPO たけとよ
　後  援　武豊町、武豊町教育委員会、武豊町社会福祉協議会、武豊町手をつなぐ育成会
　　　　　愛知県教育委員会、半田市教育委員会、常滑市教育委員会、東海市教育委員会、大府市教育委員会
　　　　　知多市教育委員会、阿久比町教育委員会、東浦町教育委員会、南知多町教育委員会、美浜町教育委員会
　　　　　半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町
　　　　　中日新聞社、知多地区聴覚障害者支援センターいるかの家（順不同）
  
  

たまり・こうじ
手作り味噌教室

TEL 0569-72-0030
http://www.ho-zan.jp

あいち知多農業協同組合
半田信用金庫 武豊・武豊中央支店

併設イベント

ハンドスタンプアートプロジェクト　「障害のある子どもの手形を世界へ！」　参加費　無料

　２月２８日（日）13時～16時30分　ゆめたろうプラザ　ミーティングルーム１　※事前受付もいたします。090-3958-2586へ

　このプロジェクトは、障害を抱えているお子さんの手形や足形を集めて、世界一大きな絵を描き、
　「２０２０年の東京パラリンピックで掲示する」ことを目標としています。

　子どもたちの夢と希望をのせた大きな一枚の絵にし、パラリンピックでたくさんの子どもたちの手形で
　つくった絵を掲げ、子どもたちに大きな喜びと夢を届けます。ご参加ください。

　　　　　　　　　この企画は、ハンドスタンプアートプロジェクト事務局の活動を応援するものです。

　　　　

バリアフリー コラボレーション ～音と光と共感のステージ!

 “思いが伝わる瞬間” ＝ 思いを伝える ＋ 思いを受けとる 

それは、相手のチャンネル・心に合わせて、思いを伝えることからはじまる。
伝える方法は、さまざま。「言葉」「表情」「ジェスチャー」「音楽」「絵」「写真」など、無限に存在します。
バリアフリーコラボレーションでは、障害の壁をはずして、みんなで音楽を楽しめる空間をつくりだします。

「聴覚に障害のある方々にも、楽しんでいただきたい」という思いで，共生社会（障害のある人も障害のない人
も共に暮らす社会）の実現のため、音楽を通じて、お互いの存在を知り、認めあえる環境をつくることを目的に
２０１０年よりスタートしました。
この５年間はホールという１つの空間で、プロとアマチュアが一緒に演奏することで、「共に輝く」素敵なステー
ジをみなさんにお届けすることができました。そして，今回は、武豊町提案型協働事業として採択された初年度
でもあります。

音が奏でる。光が奏でる。振動が奏でる。「音と光と共感のステージ」をみなさんの心に届けます。
バリアフリーコラボレーションでは、集ったすべての人がステージをつくる一員です。
みんなで、温かさを感じるステージをつくりましょう。

Q この法律の目的は？
A 障害があってもなくても、誰もが分けへだてられることなく、お互いを尊重し、暮らし、勉強し、働くことができる

　ように差別を解消し、誰もが安心して暮らせる豊かな共生社会の実現を目的としています。

Q この法律で対象となる障害者は？
A 障害のある人すべてが対象です。　障害者手帳がなくても対象となります。

Q この法律が禁止する差別は？
A１）不当な差別的取扱い

　　① 「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障害を理由にして、区別（分けること）や排除、制限を

　　　すること

　　②車いすや補装具、盲導犬や介助犬など、障害に関することを理由にして、区別や排除、制限をすること

　２）合理的配慮を行わないこと

　　　障害の状態や性別、年齢などを考慮した施設設備の変更・改善や利用できるような調整、サービスを提

　　　供することを「合理的配慮」といい、事業所や施設の内容・規模等によって努力や義務が課せられていま

　　　す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  日本障害フォーラム『障害者差別解消法ってなあに？』より抜粋

 ２０１６


